
 

 

会  議  録 

 

会 議 名      第１回宍粟市自治基本条例検証委員会 

開 催 日 時 令和７年 11 月 26 日（水） 午後１時 50 分～午後３時 10 分 

開 催 場 所 宍粟市役所本庁舎 ４階会議室 

出 席 委 員 
長田茂伸、水口正己、井上千景、北川昌彦、田住 学 

春名雅行、春名文子、藤原千尋、中林久美子 

欠 席 委 員 小椋成実 

事 務 局 

及び説明員  

富田副市長 

（市長公室）水口公室長、中尾次長 

（地域創生課）久内課長、上月副課長、坂根専門員 

傍 聴 人 数 ０人 

会議の区分  － 
（非公開の理由） 

   － 

協議事項等  

・副市長あいさつ 

・委嘱状の交付 

・委員紹介及び委員あいさつ【資料：委員名簿】 

・委員長及び副委員長の選任 

・委員長あいさつ 

・検証委員会の運営ルールについて【口頭】 

・自治基本条例検証の進め方について【資料：検証の進め方】 

・自治基本条例の概要【資料：自治基本条例の構成及び広報しそう特

集号】 

・その他 

会 議 経 過及び 

会 議 資 料 
別紙のとおり 

会議録確認者 委員長 田住 学 （令和７年 11 月 28 日確認） 
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（会議の経過） 

発言者 議題・発言内容 

 

 

 

副市長 

 

全委員 

 

全委員 

 

事務局 

 

 

全委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開会 

 

■副市長あいさつ 

 

■委嘱状の交付（副市長より各委員へ） 

 

■委員紹介及び委員あいさつ【資料：委員名簿】 

 

■委員長及び副委員長の選任 

 田住委員に委員長を、中林委員に副委員長をお願いしたいがいかがか。 

 

 （異議なし） 

 

 （委員長に田住学氏、副委員長に中林久美子氏を選任、承認） 

 

■委員長あいさつ 

 

 （別途公務のため、副市長退席） 

 

■自治基本条例検証の進め方について【資料：検証の進め方】 

（説明） 

１．検証委員会の運営ルール 

①会議録は市ＨＰに公表、会議録は要点筆記とし委員個人が特定できな

いよう氏名を伏せる。記録のため録音させていただく。 

②会議は原則公開とし、2 回目以降、傍聴可とする。 

③会議時間は 1 時間 30 分から 2 時間、会議資料は事前に郵送する。 

２．今後の進め方【資料：自治基本条例の検証の進め方】 

①条例は前文から第 36 条の構成。5 年を超えない範囲で検証することと

なっている。平成 27 年度に第 1 回、令和 2 年度に第 2 回の検証委員

会を実施。「まちづくり協議会」を「まちづくりを推進する団体」に、

住民投票については方向性が示された。本条例は宍粟市の最高規範で

あり安易に改正されるものではないと考えているが、（本検証委員会

は）規定内容が宍粟市にふさわしいものであり続けているのか、また、

条例の形骸化を防止し育てていただくという視点が重要と考えてい

る。 

②検証の進め方 

 各部局の取組状況を事前にヒアリング、検証基礎シートとしてまとめ

ている。この検証基礎シートを基に検証を進めていく。また委員会の

前後で、メール、ファックス、スマホ問い合わせフォーム等で意見や

質問を受け付ける。【資料：意見・質問提出シート】 
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事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

副委員長 

 

③検証のポイント 

 (1) 自治基本条例の規定に則した取組みはなされているか 

 (2) 取組み状況に課題や問題はないか（十分取り組んでいるか） 

 (3) 上記を踏まえ条例改正の必要はあるか 

 

■自治基本条例の概要【資料：「宍粟市自治基本条例の構成」「保存版広報

しそう自治基本条例特集号】 

 （説明） 

 

条例第２条第２号中「エ 市内において事業を営む者」には、株式会社も

含まれるのか。 

 

 株式会社を含め市内で事業を営む者すべてが含まれる。 

 

 検証基礎シートを見たが、庁内で評価したものはないのか。 

 

 各部局ヒアリングをして評価したものを含めてシートにまとめている。

追加の資料は委員から指示があれば用意をする。 

 （自治基本条例検証基礎シートの）内容については、本日、持ち帰って

もらい、次回会議でこういうものが必要だということで連絡を入れてもら

うと準備をする。 

 

 意見・質問提出シ－トを活用していくことが議論を深めていくことにつ

ながる。委員の皆さん、積極的に活用願いたい。 

意見・質問シートの QR コードを呼んでも様式に入れないがどうしてな

のか。 

 

まだ本シート（フォーム）をスタートさせていない状態。今、入れるよう

にしたので確認願いたい。項目的には同じような「つくり」にしている。 

Word 様式に直接入力しメール送信したいという委員には、様式を直接メ

ール送信するので、希望があれば資料に記載のメールアドレスに連絡願い

たい。それぞれの委員のやりやすい方法で対応させていただく。 

 

■次回日程 

 冬季に入るので基本的には 14 時からの会議とし、会場は委員からの声

もあり各市民協働センター（千種→波賀→一宮の順）持回りで行う。 

 次回の会議日程は、12 月 17 日（水）14 時～ 千種市民協働センター 

 

■その他 

 市で登録している委員の口座に変更があれば連絡願いたい。 

 

■閉会：中林副委員長あいさつ 

 本日はありがとうございました。自治基本条例のさらなる充実のため皆

さんと一緒に努めさせていただく。よろしくお願いする。 
 


